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１　先着順による売り払いについて 

　申し込み先着順による町有地の売り払いを実施します。申し込みを希望される方は、実施要

領を熟読し、都市計画法及び建築基準法に基づく用途指定等について、関係機関で事前に確認

をしたうえで申し込みを行ってください。 

　　先着順のため、期間内に所定の申し込み受付が完了した方を買受者として決定します。 

　なお、給水引き込み工事等の必要な手続きは、購入後、買受者が関係機関と協議してくださ

い。また、現地説明会は実施しませんので、申込者は事前に現地確認を行ってください。 

 

２　土地利用条件等について 

（１）建築物が存在しています。建築物を含めての売り払いとなります。 

（２）都市計画法での用途地域は、近隣商業地域が指定されています。 

（３）土地利用条件等については、良好な市街地環境の形成と秩序あるまちづくり実現のために、

都市計画法、建築基準法及び条例等の関係法令を遵守してください。 

（４）上下水道に関する整備については、物件調書を参照の上関係各所と協議を行ってください。 

（５）その他の供給施設等（電気、ガス等）の整備は、買受者がそれぞれの管理者と協議し、買

受者負担で実施すること。 

（６）売り払い物件についての地質調査は実施していないため、必要な場合は買受者の負担で行

うこと。 

 

　売り払い物件１ 

 

３　申し込み方法等 

（１）申込用紙の配布・受付期間 

　　　令和８年６月１日（月）から令和９年３月 31日（水）まで 

　　　配布・申し込み時間は、平日、午前９時から午後５時まで 

　　　また、要領は上郡町のホームページからダウンロードすることも可能です。 

　　　申し込み等の提出にあたっては、書類を受付場所まで持参してください。 

　　　先着順ですが、書類に不備がある場合は受付できません。 

 

（２）問い合わせ先 

 
所　　在　　地

地目又は 
構造用途

面　積 最低売払価格

 ＜土地＞ 

上郡町大持　字　宮ノ後　406 番６
宅　地 216.24 ㎡

４８０，０００円  
＜建物＞ 

上郡町大持　字　宮ノ後　406 番 3

構造：鉄骨造 
亜鉛メッキ

葺、２階建

122.00 ㎡
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　　　〒６７８－１２９２ 

　　　　兵庫県赤穂郡上郡町大持２７８番地 

　上郡町役場　財政管理課　管財係 

　　　ＴＥＬ　０７９１－５２－１１１８（直通） 

 

（３）申込資格 

①申し込みは、個人及び法人とします。 

　②売買代金が指定期日内に支払い可能である者。 

　③実施要領及び土地売買契約書で定める条件を誠実に履行できる者。 

　④宅地建物取引業法に規定する売買取引を予定している場合は、宅地建物取引業登録を行っ

ていること。 

　⑤破産、民事再生、会社更生その他それらに準ずる申立てを受けた者又は申請した者でない

こと。 

　　ただし、次に該当する場合は参加申込みができません。 

 

【申込みのできない方】 

①成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。）及び被補助人で不動産取引制限のある者ま

たは破産者で復権を得ない者。 

②次のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者。 

　また、その者を代理人、支配人その他の使用人、入札代理人として使用する者についても、

同様とします。 

ア）上郡町との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 

イ）競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者または公正な価格の成

立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者。 

ウ）落札者が契約を締結することまたは契約の相手方が契約を履行することを妨げた者。 

エ）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 

オ）兵庫県及び他県並びに上郡町の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

から第６号に該当する者。 

④上郡町暴力団排除条例（平成２４年上郡町条例第１５号）第２条に規定する暴力団、兵庫

県暴力団排除条例（平成２２年兵庫県条例第３５号）第２条第１号に規定する暴力団、第

３号に規定する暴力団員又は兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成２３年兵庫県公安委員

会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者。 

⑤売り払い物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供しようとする者。 

⑥地方自治法第２３８条の３に定められた公有財産に関する事務に従事する者。 

⑦町税等の滞納がある者。 

 

（４）提出書類【※証明書類は申込日の３ヶ月以内に発行されたもの】 
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　①買い受け申込書兼受付書（町指定用紙） 

　②誓約書（町指定用紙） 

　③印鑑証明書 

　④住民票（個人の場合） 

　⑤身分証明書（個人の場合） 

　　※本人が、本籍地の市町村に申請する必要があります 

⑥商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書（法人の場合） 

⑦資格証明書（代表者事項証明書・法人の場合） 

　⑧会社の定款（写しの場合は原本証明をしたもの） 

　⑨会社の概要（パンフレット等） 

　⑩決算報告書等（法人の場合・直近 3ヶ年分） 

　⑪宅地建物取引業許可証（写） 

　　⑫納税証明書 

 

※共有名義、共同企業体で応募する場合は、共有者全員、共同事業者すべての分が必要です

が受付書は買い受け申込書兼受付書の筆頭の方にお渡しします。 

 

４　買受者の決定 

　令和８年６月１日（月）から令和９年３月 31 日（水）までの期間中に、先着順での申し込み

受付が完了した方が買受者として決定となりますので、期間中であってもすでに売り払いが完

了している場合があります。 

 

５　売買契約の締結 

（１）買受者は、買受者の決定後、別途協議する日までに土地売買契約書（案）により契約を締

結することになります。 

（２）売買契約及び登記名義人は、買受者の名義となります。共同の場合は、共同者全員の名義

となり、共同者の変更はできません。 

（３）契約を締結するときには、印鑑証明書（申込日の３ヶ月以内に発行されたもの）、現在事項

全部証明書（法人の場合）が必要です。 

（４）契約及び所有権移転に要する費用（収入印紙、登録免許税等）は、買受者の負担とします。 

（５）買受者は、所有権移転登記の前に権利義務を第三者に譲渡することはできません。 

 

６　契約保証金・売買代金の支払い方法 

（１）契約保証金は、契約締結日に売買代金の１００分の１０以上の契約保証金を納付していた

だきます。ただし、契約保証金を売買代金に充当することができます。 

（２）売買代金は、上郡町が発行する納入通知書により指定された日までに納付していただきま

す。　 

（３）期日までに売買代金の納付がなかった場合、または買受者の都合により契約を解除した場
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合は、納付済みの契約保証金は返還しません。 

 

７　所有権の移転、物件の引き渡し等 

（１） 物件の引き渡しは売買代金が全額納付されたときに所有権が移転し、引き渡しを行います。 

（２）売買代金の納付が確認され次第、上郡町が所有権移転等の登記を行います。 

（３）売買代金完納後、義務者として課せられる公租公課等は買受者の負担となります。 

 

８　その他の注意事項 

（１）都市計画法、建築基準法及び条例等の関係法令を遵守し、規制等の内容については各自で

関係機関に確認してください。 

（２）買受者の決定後売り払い物件の隣接地との境界は、上郡町から提供する測量図により現地

確認を行ってください。 

（３）売り払い物件の隣接土地所有者、地域住民及び当該土地利用に関する調整等については、

すべて買受者において行ってください。 

（４）本物件は現状有姿での引き渡しとなります。入札者は、事前必ず現地及び物件の状況を確

認した上で、入札に参加してください。なお、引き渡し後、土地又は建築物の瑕疵（地質、

埋蔵物、建物の構造上若しくは設備の不具合、数量の不足、その他隠れた瑕疵を含む）が判

明した場合であっても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすること

ができません。 

（５）買受者が、売買契約に定める義務を履行しないために町に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければなりません。 
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　　　　買い受け申込書兼受付書 

 

上　郡　町　長　　様 

　　　令和　　年　　月　　日 

 

　「先着順による町有地売り払い実施要領」の内容を了承したうえ、下記物件の買い受けへの参

加を申し込みます。 

 

買い受け申込者　 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

【共有の場合】 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　 

 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　 

記 

１．物件の表示（建物付ですが、土地の所在を記入してください。） 

　※申込み時に提出する書類については、本要領の提出書類をよくお読み下さい。 

※申込みを受け付け完了の方には、受付印を押した本書のコピーをお渡しします。 

※共有の場合は、持分を明記してください。 

 所　　在　　地 地　目 面　積

 
 

 ㎡

 受　付　印
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誓　　約　　書 

 

　私は申し込みにあたり、次の事項を誓約します。 

 

１　私は、本件実施要領に定められた参加資格を有し、かつ実施要領３申込み方法等（３）【申込

みのできない方】に該当しません。また、参加申込資格の内容を上郡町が兵庫県相生警察署に

照会することについて、異議ありません。 

 

２　申し込みに際し、本件実施要領、物件調書、土地売買契約書（案）、各種法令上の規制等すべ

て承知のうえで参加します。 

 

令和　　年　　月　　日 

 

上　郡　町　長　　様 

 

買い受け参加申込者　 

　〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏　名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　 

　　　　　　　 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

【共有の場合】 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏　名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　 

 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏　名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　 
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契約保証金充当申出書 

 

　上記物件について、納付した契約保証金を全額売買金額に充当願います。 

 

　上郡町長　様 

令和　　年　　月　　日 

 

買　受　者 

 住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 氏　名（法人名及び代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

【共有の場合】 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏　名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　 

 

〒　　　－　　　　　　　　　 

　　　　　　　住　所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　氏　名（法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鑑登録印） 

　　　　　　　電　話　番　号　　　（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 
所　在　地

 
売　買　金　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 
納付済み契約保証金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
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土 地 売 買 契 約 書（案） 

 

　売渡人　上郡町（以下「甲」という。）と買受人　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）

とは、先着順による町有地売り払い実施要領（以下「要領」という。）に基づき、次のとおり土地

売買契約を締結する。 

連名の場合の追加記載例 

（なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ記載順位第一位の者が、甲への債務の一切を代表する。） 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、次の掲げる物件（以下、「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い

受ける。 

 

　 

（売買代金及び納入方法） 

第２条 売買代金は、金●，●●●，●●●円とする。 

２　乙は、令和　　年　　月　　日までに、前項に規定する売買代金を甲が発行する納入通知

書により納入しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第３条　乙は、契約保証金として金●，●●●，●●●円を、契約締結時に甲の発行する納入通

知書により納付しなければならない。 

　２　甲は、乙が前条第２項に定める義務を履行したときは、前項に定める契約保証金を売買代

金の一部に充当するものとする。 

　３　甲は、乙が前条第２項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は甲

に帰属させることができる。乙の責に帰すべき事由により契約が無効または履行不能となっ

た場合においても、また同様とする。 

　４　第１項に定める契約保証金に利子は付さない。 

 

（遅延損害金） 

第４条　乙が第２条に規定する売買代金の納入を同条に規定する期日までに行わず延滞した場合、

乙は、甲に納入期日の翌日から納付した日までの日数に応じて当該代金に対して年５％を乗じ

て得た金額（１００円未満の場合を除く。）を延滞金として支払わなければならない。この場合

における計算方法は、１年を３６５日として日割計算とする。 

 

（所有権の移転及び売買物件の引き渡し） 

 土地の所在地 地　目 登記簿面積

 
赤穂郡上郡町●●●●●●● 宅　地 ●●●．●●㎡

 建物の所在地 用途・構造 登記簿面積（延べ床）

 
赤穂郡上郡町●●●●●●● 共同住宅・鉄骨造 ●●●．●●㎡
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第５条　売買物件の所有権は、乙が第２条の代金及び前条の遅延利息の支払いを完了したときに、

甲から乙に移転するものとする。 

　２　甲は、前項の規定による所有権移転後に、売買物件を現状有姿のまま乙に引き渡す。 

 

（所有権の移転登記等） 

第６条　乙は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対し所有

権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託

するものとする。 

　２　第１項の所有権の移転登記に要する費用は乙の負担とする。 

 

（危険負担等） 

第７条　この契約の締結の日から売買物件の引渡しの日までにおいて、甲の責めに帰さない事由

により、売買物件に滅失、き損等の損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。 

 

（担保責任） 

第８条　乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れた瑕疵があることを発見して

も、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

 

（法令等の遵守） 

第９条　乙は、開発及び建築物の建築にあたっては、都市計画法及び建築基準法等の各種関係法

令等を遵守しなければならない。 

 

（公害等の防止） 

第１０条　乙は、電波障害、騒音、風害及び日照阻害等の防止に留意するとともに、自らの責任

において必要な措置を講じなければならない。 

 

（上下水道等） 

第１１条　乙は、上下水道、電気、ガス及び電話等の供給を受ける際は、個々の供給者及び管理

者等と協議の上、自らの負担により責任を持って工事等を行わなければならない。 

 

（地元協議等） 

第１２条　乙は、建築物の建築にあたって、関係機関及び近隣住民等地元関係者と協議、調整等

を自らの責任で行わなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１３条　甲は、乙が次のいずれかに該当することが明らかになった場合は、この契約を解除す

ることができる。 

（１） 要領で定める入札参加資格を偽る等、不正な行為によりこの契約を締結したとき 

（２） 前号のほか、この契約に定める義務を履行しないとき 

 

（返還金等） 

第１４条　甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。た

だし、この返還金には利息を付さない。 

　２　甲が解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用及び売買物件に支出した必要経費、
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有益費その他一切の費用を甲に請求することができない。 

 

（違約金） 

第１５条　甲が契約を解除したときは違約金として、乙は甲の請求により金●●●，●●●円（売

買代金の１０％相当額）を支払わなければならない。 

 

（乙の原状回復義務） 

第１６条　乙は、第１４条の規定により契約の解除をしたときは、甲の指定する期日までに売買

物件を原状に回復して返還しなければならない。この場合、乙は土地に投じた有益費、必要費

またはその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。ただし、甲が売買物件を

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状で返還することができる。 

 

（損害賠償） 

第１７条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求することができる。 

 

（契約等の費用） 

第１８条　本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（公租公課の負担） 

第１９条　売買物件の引き渡しがあった日以後、売買物件に関する公租公課は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２０条　この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管

轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義等の決定） 

第２１条　この契約の定める事項について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項に

ついて定める必要が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

　令和　　年　　月　　日 

 

 

　この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保

有するものとする。 

 

 

（甲）兵庫県赤穂郡上郡町大持２７８番地 

　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　上郡町長　 

 

（乙）住　　所 

　　　　 

氏　　名


